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１．はじめに
　本年９月19、20日に、中国・北京において、第６
回日中韓審判専門家会合、第４回日中韓国際審判官
協議、第４回日中審判専門家会合が開催された。
　本会合では、日本、中国、韓国の各特許庁が出席
し、各庁の最新状況に関する情報交換がなされたほ
か、無効審判の審決の書き方や、今後の協力につい

て意見交換が行われた。また、同じ時期に開催され
た日中韓特許庁ユーザーセミナーにおいて、日本特
許庁より、日本の審判制度の概要や、無効審判にお
ける特許請求の範囲の訂正に関する講演が行われた。
今後とも、日中韓における審判実務の交流が推進さ
れることに期待したい。
　本稿は、「特許紛争解決のための特許権の範囲に
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ついての判断を含む行政システムに関する日中韓比
較研究」（以下、「日中韓の審判実務の比較研究（権
利範囲の判断）」と称する。）における主要な論点に
ついて、複数回に分けて紹介し、解説を行うもので
ある。今回は、韓国の審理手続きについて全体的な
概要を紹介し、日本と対比して解説を行う。

２．日中韓の審判実務の比較研究（権利範囲
の判断）の論点

　日中韓のいずれにおいても、特許紛争は裁判所へ
の提訴を通じて解決できる。しかし、裁判所への提
訴とは別に、日中韓では、特許紛争の迅速な解決の
ために特許権の保護範囲について判断する行政シス
テムを運用している。
　本研究で比較される行政システムは、特許紛争を
直接的又は間接的に解決するために、特許権者又
は利害関係人は特許権の範囲についての判断を請求
するか、又は侵害禁止命令を求めるものである。具
体的には、韓国における権利範囲確認審判、中国に
おける専利権侵害紛争審判、及び日本における判定

（特許発明の技術的範囲についての見解）である。
　以下では、本研究に示されている具体的な論点の
うち、韓国の審理手続きについて全体的な概要を紹
介し、日本と対比して解説を行う。

３．韓国における権利範囲確認審判
３－１．重要性

特許発明の保護範囲は、請求項によって決定さ
れる。ただし、権利の明確な範囲を明示すること
が難しいため、特許権者と第三者の間で、特許発
明の保護範囲の解釈を巡って紛争が生じることが
ある。このような場合には、専門家による判断が
必要であり、韓国特許法は特許発明の保護範囲の
確認のために権利範囲確認審判を行っている。

権利範囲確認審判の目的は、権限を持つ政府機
関を通じて、特許発明の具体的な保護範囲を確認
することによって、訴訟の複雑な手続を始める前
の早い段階で紛争を解決することである。

権利範囲確認審判は、韓国特許法のみに規定
される審判ではなく、韓国の実用新案法、意匠保
護法及び商標法においても、権利範囲確認審判に
ついて規定されている。したがって、実用新案権、
意匠権、商標権に対しても、権利範囲確認審判が

行われている（韓国実用新案法33条、意匠保護法
122条、商標法121条）。

＜解説＞
日本の判定制度は、日本特許庁（JPO）が当事

者の請求に応じて特許発明の技術的範囲について
の見解を示す制度であり、その重要性は、上記の
韓国の権利範囲確認審判と同様である。なお、日
本の現在の判定制度は、昭和34年改正特許法の際、
従前の「権利範囲確認審判制度」に換わって導入
された制度である。

JPOの回答では、「判定結果は侵害確定の前提
である事実の問題に関する見解であり、必ずしも
紛争の決着にはつながらない。ただし、この制度
の特徴は、訴訟に比べて安価かつ単純な手続を通
じて、紛争解決の手がかりを与える行政機関の見
解を得られることにある。」として、法的拘束力の
ない見解であるという点を示したうえで、判定制
度の重要性が示されている。これは、判定制度が、
JPOの公的な見解という鑑定書に相当する性格で
あるため、その判断が社会的に尊重されているか
らである。

なお、日本においても、実用新案法、意匠法、
商標法において、判定制度を利用できることが規
定されている。

＜参考＞日本における判定制度の規定
●特許法71条１項

特許発明の技術的範囲については、特許庁に
対し、判定を求めることができる。

●実用新案法26条（特許法71条を準用）
特許法第69条第１項及び第２項、第70条から

第71条の２まで、・・・の規定は、実用新案権
に準用する。

●意匠法25条１項
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲につ

いては、特許庁に対し、判定を求めることがで
きる。

●商標法28条１項
商標権の効力については、特許庁に対し、判

定を求めることができる。

３－２．分類
（１）　積極的権利範囲確認審判

積極的権利範囲確認審判は、特許権者又は


